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一
四
五

ハ
ー
グ
条
約

子
の
不
法

な
連
れ
去

り
及
び
留

置 前　
　

文

条
約
の
適

用
範
囲

目　
　

的

締
約
国
の

義
務
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一
四
六

ハ
ー
グ
条
約

中
央
当
局

の
指
定

中
央
当
局

適
用
範
囲

監
護
の
権

利
及
び
接

触
の
権
利
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一
四
七

ハ
ー
グ
条
約

中
央
当
局

の
協
力
の

義
務
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一
四
八

ハ
ー
グ
条
約

申
請
の
移

送 子
の
返
還

子
の
返
還

を
確
保
す

る
た
め
の

援
助
の
申

請
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一
四
九

ハ
ー
グ
条
約

子
の
返
還

を
命
ず
る

義
務

子
の
返
還

を
命
ず
る

義
務
の
例

外 子
の
任
意

の
返
還

子
の
返
還

の
た
め
の

迅
速
な
手

続
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一
五
〇

ハ
ー
グ
条
約

国
の
法
令

及
び
司
法

上
又
は
行

政
上
の
決

定
の
考
慮

不
法
な
も

の
で
あ
る

と
の
決
定

又
は
判
断

を
得
る
こ

と
の
要
請
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一
五
一

ハ
ー
グ
条
約

子
の
返
還

の
拒
否

接
触
の
権

利接
触
の
権

利
の
効
果

的
な
行
使

を
確
保
す

る
た
め
の

援
助
の
申

請 監
護
の
権

利
に
つ
い

て
の
本
案

の
決
定
の

禁
止

監
護
の
決

定
又
は
承

認
の
事
実

と
こ
の
条

約
の
適
用

こ
の
章
の

規
定
と
司

法
当
局
又

は
行
政
当

局
の
権
限

子
の
返
還

に
関
す
る

決
定
を
本

案
の
判
断

と
す
る
こ

と
の
禁
止
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一
五
二

ハ
ー
グ
条
約

一
般
規
定

手
続
費
用

の
保
証
の

要
求
の
禁

止認
証
そ
の

他
こ
れ
に

類
す
る
要

求
の
禁
止

言　
　

語
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一
五
三

ハ
ー
グ
条
約

手
数
料
の

徴
収
の
禁

止
等

申
請
が
要

件
を
欠
く

場
合

法
律
に
関

す
る
援
助

及
び
助
言
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一
五
四

ハ
ー
グ
条
約

異
な
る
範

疇ち
ゆ
う

の
者
に

適
用
さ
れ

る
二
以
上

の
法
制
を

有
す
る
国

の
「
国
の

法
令
」
の

定
義

申
請
者
の

た
め
に
行

動
す
る
権

限
等
の
委

任直
接
の
申

請申
請
及
び

添
付
文
書

の
受
理

異
な
る
地

域
に
適
用

さ
れ
る
二

以
上
の
法

制
を
有
す

る
国
の
「

常
居
所
」

及
び
「
常

居
所
を
有

し
て
い
た

国
の
法
令
」

の
定
義
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一
五
五

ハ
ー
グ
条
約

子
の
監
護

の
法
令
が

領
域
内
の

地
域
で
異

な
る
国
で

の
条
約
の

適
用

他
の
国
際

文
書
又
は

要
請
を
受

け
る
国
の

他
の
法
令

の
適
用

時
間
的
適

用
範
囲

子
の
返
還

に
関
す
る

制
約
を
伴

う
規
定
の

適
用
排
除

に
関
す
る

締
約
国
間

の
合
意
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一
五
六

ハ
ー
グ
条
約

署
名
並
び

に
批
准
、

受
諾
及
び

承
認

加　
　

入

最
終
条
項

条
約
の
適

用
の
宣
言
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一
五
七

ハ
ー
グ
条
約

異
な
る
法

制
が
適
用

さ
れ
る
二

以
上
の
地

域
を
有
す

る
締
約
国

の
宣
言

条
約
の
署

名
、
批
准
、

受
諾
、
承

認
、
加
入

及
び
宣
言

と
締
約
国

内
の
権
限

配
分
へ
の

影
響

留　
　

保

効
力
発
生

05.indd   157 2017/01/23   17:59:44



一
五
八

ハ
ー
グ
条
約

条
約
の
有

効
期
間
、

更
新
及
び

廃
棄

加
入
国
等

へ
の
通
報
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一
五
九

ハ
ー
グ
条
約

末　
　

文

正　
　

文
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一
六
〇

ハ
ー
グ
条
約
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一
六
一

ハ
ー
グ
条
約
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一
六
二

ハ
ー
グ
条
約

（
参
考
）

　

こ
の
条
約
は
、
監
護
の
権
利
の
侵
害
を
伴
う
国
境
を
越
え
た
子
の
連
れ
去
り
等
が
生
じ
た
場
合
に
原
則
と
し
て
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に

子
を
迅
速
に
返
還
す
る
た
め
の
国
際
協
力
の
仕
組
み
、
国
境
を
越
え
た
親
子
の
接
触
の
実
現
の
た
め
の
協
力
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
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